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衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
支
援
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
支
援
金
」
と
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
を
指
す
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
基
本
的
な
考
え
方
を
お
示

し
す
る
と
、
す
べ
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
保
険
納
付
対
象
額
（
同
法
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
納
付
対

象
額
を
い
う
。
）
の
総
額
を
す
べ
て
の
保
険
者
（
同
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係

る
加
入
者
（
同
法
第
七
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
加
入
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額
に
、
当
該

保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
一
定
の
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
と
お
り
各
保
険

者
ご
と
の
加
入
者
の
数
に
応
じ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
支
援
金
に
つ
い
て
は
、
特
に
一
人
当
た
り
の
医
療
費
が
高
い
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
を
社
会
連
帯
の
精
神
に

基
づ
き
国
民
全
体
で
公
平
に
負
担
す
る
と
い
う
考
え
に
よ
り
、
保
険
者
ご
と
の
加
入
者
の
数
に
応
じ
て
負
担
す
る
こ
と
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

一



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
と
お
り
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
度
の
老
人
保
健
拠
出
金
と
平
成
二
十
年
度
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
に
係
る
保
険
者
ご
と

の
負
担
を
推
計
す
る
と
、
国
民
健
康
保
険
は
約
五
千
三
百
七
十
八
億
円
の
減
、
共
済
組
合
は
約
百
六
十
二
億
円
の
増
、
政
府

管
掌
健
康
保
険
は
約
二
千
九
百
十
一
億
円
の
減
、
健
康
保
険
組
合
は
約
九
百
四
十
億
円
の
増
と
な
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
試
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
計
算
方
法
等
の
詳
細
が
明
確
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

七
に
つ
い
て

健
康
保
険
組
合
連
合
会
に
よ
り
発
表
さ
れ
た
「
平
成
二
十
年
度
健
保
組
合
予
算
早
期
集
計
」
に
よ
れ
ば
、
全
健
康
保
険
組

合
の
経
常
収
支
ベ
ー
ス
で
六
千
三
百
二
十
二
億
円
の
赤
字
が
見
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
高
齢
者
医
療

制
度
へ
の
見
直
し
等
に
伴
い
見
込
ま
れ
る
支
出
増
に
対
し
て
、
健
康
保
険
組
合
に
お
い
て
、
一
般
に
、
収
支
の
均
衡
が
図
ら

れ
る
程
度
ま
で
保
険
料
率
を
引
き
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
積
立
金
の
取
り
崩
し
に
よ
り
対
応
し
た
た
め
、
当
該
支
出
増
に
比

二



し
て
収
入
増
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
見
直
し
に
伴
う
支
出
増
に
つ
い

て
は
、
高
齢
者
の
医
療
費
が
今
後
増
大
し
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
中
で
、
社
会
連
帯
の
精
神
に
基
づ
き
、
国
民
全
体
で

公
平
に
負
担
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
国
民
皆
保
険
制
度
を
維
持
す
る
仕
組
み
と
す
る
た
め
に
必
要
な
負
担
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

八
に
つ
い
て

今
回
の
政
府
管
掌
健
康
保
険
等
へ
の
支
援
措
置
は
、
厳
し
い
国
家
財
政
の
中
に
お
い
て
、
被
用
者
保
険
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
安
定
的
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
財
政
力
の
あ
る
健
康
保
険

組
合
等
か
ら
納
付
い
た
だ
い
た
特
例
支
援
金
を
政
府
管
掌
健
康
保
険
等
に
対
し
て
交
付
す
る
も
の
で
あ
り
、
被
用
者
保
険
間

の
助
け
合
い
の
一
環
と
し
て
、
医
療
保
険
制
度
全
体
の
安
定
的
な
運
営
と
、
国
の
適
切
な
財
政
運
営
と
の
両
立
を
図
る
た
め

に
必
要
な
措
置
と
考
え
て
い
る
。

三


